


この聖和防災は、地震
等の災害時、住民の生
命、身体、財産を守る
ことを目的とするとと
もに、災害時に、地域
が一体となって災害対
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が一体となって災害対
応を行なえるよう考え
作成しています。



１．聖和地域で想定される地震被害

２．聖和地域の防災マップ

３．大きな地震が起こったら

４．隣近所で行う安否確認、救助活動、消火活動

５．自主防災組織

６．わたしの町の自主防災組織

７．町会エリア災害対策本部の設置と活動

８．地域災害対策本部の設置と活動
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■ 町会エリア災害対策本部の設置
○ 町会エリア災対本部の役割にあたっている方（町会役員・災害救助青年部）は、

個人の避難準備をしたのち、指定された設置場所に参集し、町会エリア災害対

策本部を設置します。

○ 町会エリア災害対策本部では、
①町会の被災状況の把握
②住民の安否確認（必要に応じて）
③消火・救護活動、④応急手当 を行います。

○ 上記の情報を、地域災害対策本部へ報告します。

町会エリア災害対策本部
（イメージ）

町会名 場所 町会名 場所

大道二町 寺田町公園 勝三住宅 勝三住宅集会所前付近

勝二西 寺田町公園 勝二東 勝二東交差点角付近

■ 町会エリアの集合場所

７．町会エリア
災害対策本部の設置と活動

■ 安否確認

① 隣近所や町会の班単位で協力し、安否確認

② 安否確認の結果を町会エリア災害対策本部の「総務・情報班」に報告

③ 町会エリア災害対策本部の「総務・情報班」は、確認結果を集計し、町会長・副会長等に報告

④ 町会長・副会長等は安否確認ができていない家の安否確認を手分けして行うよう指示

・安否確認は、事前に作成している「要支援者リスト」に掲載された

避難行動要支援者から順に行います。

・応急対応も考え、複数人で行動します。

・不明者がいる場合は、可能な範囲で捜索します。

⑤ 明らかになった安否情報は、随時、

町会エリア災害対策本部「総務・情報班」→ 地域災対本部に報告

安否確認の様子(イメージ)

寺田町 寺田町公園 勝二中 メゾン・ピアビクトワ-ル北西角付近

国分西 藤田ビル前付近 国分東 国分公園 地蔵前

勝三南 理容エビス前付近 国分南 国分公園 地蔵前

勝三北 地蔵前付近 寺田町東 国分公園 地蔵前

勝四南 地蔵前付近 勝二鉄筋住宅
勝山住宅5号棟西側
公衆電話前付近

勝四北 天王寺勝山グランドヒルズ前付近






